
 

資料１－２ 

 

 

 

 

 

静岡工区における 

要対策土の処理について 

  

 

 

 

 

２０２６年３月 

東海旅客鉄道株式会社 

  



 

目次 

（１） 要対策土の処理について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１ 

１） 要対策土について ................................................ １ 

２） 要対策土の取扱いに関する基本的な考え方 .......................... ５ 

３） 生活環境保全措置を講じた盛土【ア】 ............................ １２ 

４） 汚染土壌処理施設としての埋立処理施設を設置し行う埋立【イ】 .... １５ 

５） オンサイト処理【ウ】 .......................................... １５ 

① 磁力選別処理 .................................................. １６ 

② 洗浄分級処理 .................................................. １８ 

６） 処分場への搬出処理【エ】 ...................................... １９ 

（２） 静岡工区における要対策土処理（案） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２０ 

（３） 静岡工区におけるオンサイト処理計画 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２４ 

１） 処理計画 ...................................................... ２８ 

２） オンサイト処理施設 ............................................ ２８ 

① 土砂搬入・保管～破砕・粒度調整 ................................ ２８ 

② 鉄粉混合～磁力選別 ............................................ ２９ 

③ 判定試験以降 .................................................. ３０ 

（４） 静岡工区における封じ込め（盛土構造）処理計画 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥３１ 

１） 立地計画 ...................................................... ３１ 

① 後背地の検討 .................................................. ３２ 

 地形判読図等の作成 ........................................ ３２ 

 地形地質の評価 ............................................ ３４ 

② 藤島周辺における断層の有無 .................................... ３５ 

２） 盛土構造の設計の基準 .......................................... ３８ 

① 封じ込め（二重遮水シート）の概要 .............................. ３９ 

② 二重遮水シートの耐久性 ........................................ ４２ 

③ 南アルプスや大井川流域の特性を考慮した追加対応 ................ ４３ 

３） 盛土の形状及び地震時の安定性 .................................. ４６ 

４） 排水設備 ...................................................... ５２ 

５） 浸出水処理と排水管理 .......................................... ５４ 

６） 工事中の対応・施工管理 ........................................ ５７ 

① 盛土の施工ステップ ............................................ ５７ 



 

② 盛土の施工管理 ................................................ ５９ 

③ 遮水シートの施工管理 .......................................... ６２ 

④ ベントナイトシートの施工管理 .................................. ６４ 

（５） モニタリング ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥６６ 

１） 工事中の盛土のモニタリング .................................... ６６ 

２） 工事完了後の盛土の対応 ........................................ ６６ 

① 工事完了後の藤島発生土置き場の計画 ............................ ６６ 

② 工事完了後の盛土のモニタリング ................................ ６７ 

３） 水質管理 ...................................................... ６９ 

① 工事中の対応 .................................................. ６９ 

(放流前の水質の測定項目、測定頻度) ............................ ７０ 

(放流先の河川における水質の確認) .............................. ７２ 

(放流先の河川における動植物の確認) ............................ ７４ 

② 工事完了後の対応 .............................................. ７８ 

（６） リスクマトリクス・リスクマップを用いたリスク分析等 ‥‥‥‥‥‥８５ 

① オンサイト処理のリスク管理 .................................... ８５ 

② 封じ込め（盛土構造）処理のリスク管理 .......................... ８５ 

（７） 景観への影響を考慮した対策 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥８７ 

１） 景観に関する予測・評価の経緯 .................................. ８７ 

２） 発生土置き場における景観への配慮事項 .......................... ８８ 

 

 



１ 

 

（１） 要対策土の処理について 

 １） 要対策土について 

・トンネル発生土は、地質の性質等によって一部の発生土に自然由来重金属等含有土

及び酸性土（以下、要対策土）が含まれている場合があります。 

・南アルプス大井川上流域は、付加体により構成され、その形成の過程で、力を受け

て陸側に持ち上がるときに、断層や褶曲ができ複雑な地質となっています。地層の

重なりとしては、下位から上位に向かって古いものから順に堆積している通常の地

層とは異なり、プレート運動の影響を受け、海洋において堆積した地層が陸側に上

昇して形成されています。 

・なお、大井川沿いには畑薙山断層が北北東－南南西方向に走り、椹島付近より北で

は大井川の左岸側斜面、南では右岸側斜面を通ります。 

・地層は、四万十層群と呼ばれる中生代白亜紀から新生代第三紀にかけての堆積岩か

らなり、砂岩・泥岩や粘板岩の互層をなし、褶曲を受け節理が発達し、標高が高く

気温の較差が大きいことから風化浸食が顕著です。 

・これらのことから、南アルプス周辺においては一般的に重金属の含有が想定される

「海洋において堆積した粘土層」「断層」等に該当する地質が確認されており、こう

した地質に重金属の濃集が発生している可能性が考えられます。 

・自然由来の重金属等（以下、重金属等）とは、自然界に含まれる元素であり、ひじ

き等の食品や温泉水などに比較的多く含まれています。摂取量によっては人体に健

康被害を及ぼすこともあるため、重金属等には土壌汚染対策法で土壌溶出量基準が

定められています。なお本基準値は、70 年間、1 日２L の地下水を飲用することを

想定し、一生涯に亘りその地下水を飲用しても健康に対する有害な影響がない、ま

たはリスク増分が 10 万分の 1 となるレベルとして設定されています。 

 

  



２ 

 

表 １ 盛土環境条例に定める基準（自然由来の重金属等） 

項目 土石溶出量基準※１ 土石含有量基準※２ 

カドミウム 0.003 ㎎/L 以下 45mg/kg 以下 

六価クロム 0.05 ㎎/L 以下 250mg/kg 以下 

水銀 0.0005 ㎎/L 以下 15mg/kg 以下 

セレン 0.01 ㎎/L 以下 150mg/kg 以下 

鉛 0.01 ㎎/L 以下 150mg/kg 以下 

ひ素 0.01 ㎎/L 以下 150mg/kg 以下 

ふっ素 0.8 ㎎/L 以下 4,000mg/kg 以下 

ほう素 1 ㎎/L 以下 4,000mg/kg 以下 
※１：「盛土環境条例」に定める「土石に水を加えた場合に溶出する物質の量に関する基準」 
※２：「盛土環境条例」に定める「土石に含まれる物質の量に関する基準」 

 

・トンネル掘削による発生土は土壌汚染対策法の対象外ですが、発生土に含まれる

重金属等（カドミウム、六価クロム、水銀、セレン、鉛、ヒ素、フッ素、ホウ

素）及び酸性水の可能性について、「静岡県盛土等による環境の汚染の防止に関す

る条例（以下、盛土環境条例）」及び「建設工事における自然由来重金属等含有岩

石・土壌への対応マニュアル（2023 年版）」（以下、国交省マニュアル）に準拠し

短期溶出試験、酸性化可能性試験及び直接摂取のリスクを把握するための試験

（以下、含有量試験）を実施します。なお、含有量試験については、施工中は一

般の方が立ち入らないこと、完成後は覆土することにより、直接摂取のリスクを

回避する計画としたうえで、盛土環境条例に基づき実施します。 

 

・専門部会委員より、重金属は一般に偏在しているというご意見をいただいたことを

踏まえ、検査試料はトンネル掘削工法や地質を考慮したうえで、盛土材料として活

用することを踏まえた粒径で、１回につき複数点（５地点）から６００ｇ以上のサ

ンプルを採取したのち混合し１検体を作成し、分析を行う計画です。これらの分析

試験はトンネル切羽ごとに実施いたします。 

・なお、静岡工区におけるトンネルの最大断面は本坑の約１００ｍ２、１サイクルあ

たりの掘削長は１ｍ程度であり、静岡工区で計画している作業工程において１日最

大４サイクル程度を実施することから、分析試験の実施頻度は最大断面を掘削する

場合で４００ｍ３程度に１回となる予定です。静岡工区における１日あたりの掘削
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サイクルの想定を図 １に示します。 

 

 

図 １ 静岡工区において想定している作業工程（標準的なイメージ） 

 

・また、図 ２に静岡工区の発生土処理工程イメージを示します。 

 

※2025 年 5月 第 16 回県専門部会（生物多様性部会）に提示したものと同一 

※現時点の想定であり、今後変更の可能性があります。作業の進捗に伴い、各作業開始時刻は変動します 
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図 ２ 静岡工区の発生土処理工程イメージ 

 

・検査頻度について「国交省マニュアル」に「事前調査に基づく地質的な特性、およ

び施工内容を考慮し、通常は最低１日の掘削土量から５０００ｍ３の間で実施可能

な範囲に設定する事が多い。」と記載されております。静岡工区においても、検査頻

度は１日１回を基本とし、一般的なトンネル工事における試験よりも細かな頻度で

確認ができると考えております。また、先行して掘削する先進坑部の調査結果が基

準値に適合していた場合、必要に応じ静岡県及び専門家等とご相談のうえ、本線ト

ンネル部の当該岩相における調査頻度を変更することを考えております。 

・破砕質な地山等では基本的に要対策土が発生する可能性が高くなると考えられます

が、そのような地質の脆い箇所では一般的に掘削のペースが落ちる傾向にあるため、

結果として通常の箇所よりも検査頻度が密になることに繋がります。 

・短期溶出試験、含有量試験の結果、基準値を超える重金属等を含んでいる場合、
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検査対象土を全て自然由来重金属等含有土と評価します。 

・酸性土とは、黄鉄鉱など、硫化鉱物が含まれているもので、空気と水に触れること

で長期にわたり酸性水を発生させるものを指します。発生土からの酸性水の発生は、

植物や水生生物に影響を与えるほか、酸性水の発生に伴い重金属の溶出が促進され

る可能性があります。また岩石、土壌によっては硫化鉱物の酸化に時間を要するも

のもあり、掘削・盛土してから数か月経過後に酸性水を発生した事例もあります。

国交省マニュアルに記載のとおり、酸性化可能性試験により、長期的な酸性化の可

能性がある（酸性化可能性基準（ｐＨ が３．５を上回る）を満足しない）と判明し

た発生土、又は、短期溶出試験の検液の pH 試験により、基準不適合の酸性を示す

（ｐＨが酸性（おおむね４．０以下）を呈する）発生土を酸性土と評価します。 

・検査の結果、基準を満たす土を通常土として、それぞれ計画する発生土置き場候補

地へ運搬し、盛土を行います。一方、基準を満たさない土を要対策土として区分し、

要対策土の処理方法等について、これまで検討した内容を本資料でお示しいたしま

す。 

 

 ２） 要対策土の取扱いに関する基本的な考え方 

・前述の大井川上流域の地質等の特徴に加え、南アルプス地域全体としても、基盤地

質は四万十層群の主に粘板岩、砂岩および砂岩粘板岩互層（混在岩を含む）から構

成され、山梨県から長野県にかけて、類似の地質が継続するものと想定されます。

なお、後に掲載する図 ４に示すように、四万十層群は県境付近の断層帯を境に東

側が寸又川層群、西側が白根層群に区分されます。 

・要対策土の発生は前述の地質による影響が大きいと考えられますが、南アルプスト

ンネル静岡工区においては、土被りが非常に大きく事前のボーリング調査が難しい

ため、詳細な地質を事前に、連続的に把握することが困難です。さらに、要対策土

は地質のみならず断層等の要因にも左右されることから、土量の予測は不確実性が

あります。 

・上記状況の中でも、可能な限り要対策土の発生に備えるために、南アルプスの地質

の特徴や、これまでに得られた情報（文献調査、地表踏査、山梨工区※の実績）を

整理し、一定の仮定を置いたうえで要対策土量を予測いたしました（図 ３、図 ４）。 

 ※本資料では、山梨工区のうち主に先進坑（広河原斜坑との交点部より静岡県側）

を指す。（以降記載も同様） 
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図 ３ 要対策土量予測の流れ 

 

 

図 ４ 静岡工区付近の想定地質縦断図 

・基準値を超過する可能性のある重金属等の項目としては、山梨工区の実績からヒ素、

フッ素、セレンが考えられます。また、「盛土環境条例」における基準不適合土石に

該当しない、酸性土についても発生が見込まれます。 
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・ただし、一定の仮定を置いた予測であるため、実際に発生する要対策土量や重金属

等の項目は予測した土量や項目と大きく異なる可能性があります。 

・発生量等が予測を上回り、処理方法に影響が生じる恐れを考慮し、第 20 回地質構

造・水資源部会専門部会時点では、地質ごとの土量が図 ３に示す割合となる場合

の他、割合が変動する場合も考慮して、数ケースでの予測を行い、予測される要対

策土の発生量を約５万～約７万 m3 としました。重金属等項目ごとの予測量は表 ２

のとおりです。 

表 ２ 静岡工区における要対策土の予測量                 

（第 20 回地質構造・水資源専門部会で提示） 

 ヒ素 フッ素 セレン 酸性土 

予測量 約２万～約４万 m3 数千 m3 数千 m3 約３万 m3 

 

・その後、静岡県等との対話を行う中で、リスク管理の観点からさらに発生量が多く

なるケースを念頭に要対策土の処理方法を検討するため、地質ごとの土量は図 ３

に示す割合となることを前提に、 

  1)各地質の基準値超過割合を図 ３のとおり、地質ごとに発生割合を設定した場合

(標準ケース) 

 2)基準値超過割合について地質に関わらず、最も大きい数字を用いた場合(最大ケ

ース) 

 について予測を行った結果を、重金属等項目ごとに表 ３にお示しします。 

表 ３ 静岡工区における要対策土の予測量（最大量精査後） 

    ヒ素 フッ素 セレン 酸性土 

標準ケース 予測量（m3） 約 3.3 万 約千 約千 約 2.8 万 

最大ケース 予測量（m3）  約 4.4 万  約 2 千  約 2 千  約 3 万  

 

・繰り返しになりますが、一定の仮定を置いた予測であることを踏まえ、山梨工区で

確認されていない重金属（ホウ素、鉛、六価クロム、カドミウム、水銀等）も基準

値を超過する可能性があることを考慮し、要対策土の処理方法については、全ての

重金属に対応可能な方法を対象に、特に工事初期の段階から検討・準備することが
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リスク管理の観点から重要であると考えております。 

・予想される要対策土の超過項目ごとの濃度について、表 ４に示す山梨工区の実績

から静岡工区についても同傾向と考えられ、土壌汚染対策法における第二溶出量基

準※を下回る可能性が高いと考えられます。 

 ※第二溶出量基準：土壌汚染対策法において、埋立処理施設で受け入れるための基準。第二溶出量基準を超過する場合は、不

溶化処理等により第二溶出量基準に適合させた上で埋立処理する必要がある。 

 
表 ４ 山梨工区（※）における短期溶出試験結果の最大値（単位 mg/L） 

 ヒ素 フッ素 セレン 

山梨工区の実績の最大値 0.190 4.10 0.013 

土壌溶出量基準 0.01 0.8 0.01 

第二溶出量基準 0.3 24 0.3 

 

 

・実際にトンネルの掘削を開始する際には、まず高速長尺先進ボーリングによる調査

で、トンネル掘削箇所の地質や湧水の傾向を確認いたします。 

・専門部会委員より、南アルプスの四万十帯において、重金属は断層沿いに発生する

可能性が高く、断層や、ヒ素が基準値を超過する要対策土の発生が考えられる地層

の手前からコアボーリングを実施すべきであるとのご意見をいただきました。ご意

見を踏まえ、可能な限り要対策土量の予測の精度を高めることにより要対策土の発

生総量を低減させることも念頭に、高速長尺先進ボーリング実施後、地質の脆い区

間や湧水量が急激に増える区間などが確認された場合は、必要に応じ静岡県及び専

門家等とご相談のうえ、地質等の詳細を十分に確認してまいります。地質の確認に

あたっては、高速長尺先進ボーリングやコアボーリングの結果をもとに、地質の走

向や傾斜を考慮し、トンネル掘削位置での状況を想定しながら進めてまいります。 

・上記の調査結果や、コアを用いた溶出量試験の結果等をもとに、前述のとおり、

要対策土量の予測を随時見直してまいります。 

・要対策土の取扱いについては、主に「盛土環境条例に基づく処理方法」、「その他の

処理方法」が考えられ、各方法を整理すると表 ５のとおりとなります（次項にてそ

れぞれの検討結果を記載します）。 

  

※上表は、山梨工区のうち、広河原工区の実績（～2024 年 3 月）より 
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表 ５ 要対策土の取扱いの方法 

方法 内容 

盛
土
環
境
条
例
に
基
づ
く
処
理
方
法 

生活環境 1保全措置

を講じた盛土【ア】※

１ 

現地で盛土を行います。工法については以下の３つが

あります。 

・一重遮水工、二重遮水工 

国交省マニュアルに基づき、二重の遮水シートなどに

より封じ込めを行う工法です。 

・吸着層工 

自然由来重金属等含有土の盛土基礎に重金属等吸着層

を敷設することにより、重金属等が地下に浸透するこ

とを防止する工法です。 

・不溶化処理 

自然由来重金属等含有土に重金属等の溶出を低減させ

るための材料を添加混合する方法です。 

汚染土壌処理施設と

しての埋立処理施設

を 設 置 し 行 う 埋 立

【イ】※２ 

・二重遮水工 

構造は【ア】に記載の二重遮水工と同様です。 

そ
の
他
の
処
理
方
法 

オンサイト処理（無

害化）【ウ】※３ 

・磁力選別処理、洗浄分級処理 

要対策土に含まれる重金属等の成分を要対策土から分

離させ、基準値以下に抑えることが可能となる方法で

す。事前に試験を実施し確認のうえ、これらの処理が可

能な施設を現地に設置し、要対策土を無害化し、基準適

合土として活用します。 

処分場への搬出処理

【エ】 

区域外に存在する処分場に搬出し、処理を行います。 

 

  

                                                      
1 環境基本法の定義によると、常識的な意味に加え、「人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な

関係のある動植物及びその生育環境」とされている 

※１ 盛土環境条例第８条第１項第３号に基づき知事が適切と認める生活環境保全措置を講じた盛土 
※２ 盛土環境条例第８条第１項第２号に基づき汚染土壌処理施設として埋立処理施設を設置し行う埋立 
※３ オンサイト処理とは、工事や土砂の仮置き等を行っている現場付近に施設を設置し、要対策土の無

害化（浄化）を行う工法（第８回地質構造・水資源部会専門部会等でご意見いただいた工法） 
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・また、各方法によるトンネル発生土の流れは図 ５、図 ６のとおりとなります。

なお、【ウ】、【エ】の方法で整備が必要となる要対策土仮置き場の構造イメージは、

図 ７のとおりとなります。底面は舗装を行い地盤への重金属等の浸出を防止し、

仮置きの上面は防水シートで被覆することにより、雨水の浸透や土砂の飛散を防

止いたします。 

 

  

図 ５ 各処理方法におけるトンネル発生土の流れ① 



１１ 

 

 

 

 

図 ６ 各処理方法におけるトンネル発生土の流れ② 
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出典：国交省マニュアルより一部抜粋 

図 ７ 要対策土仮置き場イメージ 

・また、第２１回地質構造・水資源部会専門部会において、専門部会委員より、ト

ンネル内に要対策土の埋め戻しを行う工法についてご意見を頂いたことを踏ま

え、他事例を参考に実現性を検討いたしました。 

・静岡工区の工事計画においては、全てのトンネルを使用するため、現時点でトン

ネル内の埋め戻しを選択肢として設定する事は難しいと考えます。一方、トンネ

ル掘削の状況等により、後から埋め戻しに活用すること自体は一つの方法として

有効であると考えており、具体的には今後工事を進める中でその可能性を検討し

てまいります。 

 

 ３） 生活環境保全措置を講じた盛土【ア】 

・現地での盛土は、遮水シートを用いた遮水工や吸着層工など重金属等の溶出を防

止するための対策を講じます。また、現地での盛土の立地は、直近下流部で井戸

水等の利水状況がないこと、河川からの高さが十分あり、増水による影響が小さ

く、かつ排水管理が十分実施できることを念頭に計画しています。 

・工事現場から近い場所に盛土の場所を確保できた場合、発生土の運搬に伴う騒音・

振動・大気質等への影響は小さくなります。 

・一方で、現地での盛土により対応可能な要対策土量は、現地での盛土の設計容量

に依存します。 

・「基準不適合土砂等の盛土等の措置に関する要綱」において、生活環境の保全上の

支障を防止するための措置として、「国交省マニュアル」に定める措置とされてお

ります。以下、各対策工の概要を説明いたします。 

 

○吸着層工（図 ８） 

・吸着層工は要対策土による盛土の底面に、砂質土などの母材に吸着資材を混合し

て築造する吸着層を敷設し、盛土浸出水が吸着層内を通過する際に重金属等が除

去される仕組みの対策工です。そのため、降雨時も含めて常に地下水位より高い
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位置に築造する必要があります。 

・吸着資材については、不溶化工と同様に様々な種類が開発されていますが、要対

策土の性質との兼ね合いで十分な吸着効果が発揮できない場合もあることから、

要対策土の酸性化可能性の確認のほか、実際に発生する土を用いた事前の試験に

よって適用性を確認する必要があります。 

出典：国交省マニュアルに一部加筆修正 

図 ８ 吸着層工の模式図 

○不溶化処理（図 ９） 

・不溶化処理は要対策土に重金属等や酸性水の溶出を低減させるための材料を混合添

加する対策です。不溶化処理した要対策土盛土に覆土または舗装を施しますが、不

溶化処理工は遮水工封じ込めとは異なり、地盤変位の影響を受けにくいという特徴

があります。 

・盛土等に不溶化工を適用する場合、対策工の効果は要対策土の性質との兼ね合いや

施工場所の条件に依存し、添加量や混合条件によっては十分な不溶化効果が得られ

ずに再溶出する可能性があります。そのため、実際に発生する土を用いた事前の試

験によって適用性を確認することが重要です。 

出典：国交省マニュアルに一部加筆修正 

図 ９ 不溶化処理の模式図 

○一重遮水工（図 １０） 

・一重遮水工は、雨水・地下水の浸透、および浸出水の発生を防止し、要対策土か
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らの重金属等の溶出を防止するために、遮水シートなどにより封じ込めを行う対

策です。 

・遮水材により要対策土を封じ込めて内外を遮断するため、要対策土と水が接する

事は構造上ありませんが、さらにリスクを低減するため、封じ込めを行った盛土

の上面やその周辺には、降雨・表流水の浸透を防ぐ構造物を設置し、封じ込め層

の保護を兼ねた覆い（覆土や舗装など）を施工します。 

・一重遮水工は主に発生が予想されるヒ素を含む、全ての項目の自然由来重金属等

含有土、酸性土に対応することができます。 

 
出典：国交省マニュアルに一部加筆修正 

図 １０ 一重の遮水工による封じ込めの模式図 

 

○二重遮水工（図 １１） 

・二重遮水工は、前述した一重遮水工で用いるシートを二重にするもので、搬入や

転圧によるシートの破損等のリスクを考慮し、対策の安全性をさらに高め、雨水・

地下水の浸透、および浸出水の発生を防止するために、二重の遮水シートなどに

より封じ込めを行う対策です。二重の遮水構造は廃棄物最終処分場の遮水構造の

構造基準に基づいたものであり、汚染土壌への対策としては、二重の遮水シート

や「粘性土（ベントナイト混合土など）＋遮水シート」の構造が適用されること

が比較的多いです。 

・封じ込め内部に水が浸入すると周辺に重金属等が拡散するリスクがあるため、封

じ込めを行った盛土の上面やその周辺には、降雨・表流水の浸透を抑制する構造

を持ち、封じ込め層の保護を兼ねた覆い（覆土や舗装など）を施工します。 

・一重遮水工と同様に、二重遮水工は主に発生が予想されるヒ素を含む、全ての項

目の自然由来重金属等含有土、酸性土に対応することができます。 

・国交省マニュアルでは、人家や飲用井戸まで汚染地下水が到達するリスクに対し

て、最も信頼性の高い対策工とされています。 
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出典：国交省マニュアルに一部加筆修正 

図 １１ 二重の遮水工による封じ込めの模式図 

 

 ４） 汚染土壌処理施設としての埋立処理施設を設置し行う埋立【イ】 

・土壌汚染対策法で定める汚染土壌処理施設としての埋立処理施設を設置し、埋立

を行うためには汚染土壌処理業の許可を受ける必要があります。 

・構造は、「３）生活環境保全措置を講じた盛土【ア】」に記載した二重遮水工と同

様です。 

・トンネル掘削による発生土は土壌汚染対策法の対象外ですが、仮に汚染土壌処理

施設としての埋立処理施設を設置し、トンネル発生土の埋立を行う場合には、土

壌汚染対策法に基づく許可が必要となります。この汚染土壌処理業の許可にあた

っての手続きについて、静岡市においては、産業廃棄物処理施設の手続きを準用

する部分が多くあり、供用開始までに長期間を要することが見込まれます。 

 

 ５） オンサイト処理【ウ】 

・オンサイト処理の方法には、熱処理、洗浄分級処理、化学処理、生物処理、抽出

処理、磁力選別処理等があります。また、不溶化処理も技術的な観点からはオン

サイト処理に含まれます。 

・発生する要対策土量や要対策土の項目が把握できている場合、オンサイト処理に

より効率的に処理が可能です。また、工事現場から近い場所に処理施設を確保で

きた場合、運搬に伴う騒音・振動・大気質等への影響が小さいです。 

・一方で、オンサイト処理施設設置のための用地が確保できない場合には、新たな

土地の改変が必要となります。 

・また、オンサイト処理が適用可能かどうか、実際に発生する土を用いた事前の試

験によって確認する必要があります。加えて浄化処理後も、事後の試験によって

浄化処理が適切に完了しているか確認する必要があります。処理後の検査結果が

確認されるまで処理施設の外への搬出ができないため、仮置きを行う必要があり、
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仮置きための土地の確保、または新たな土地の改変が必要となる場合があります。 

 

○磁力選別処理、洗浄分級処理 

・オンサイト処理の方法のうち、要対策土に含まれる重金属等を要対策土から分離

させ、基準値以下に抑えることが可能な方法は磁力選別処理、洗浄分級処理（図 

１２）であるため、それぞれの方法について検討いたしました。 

 

出典：株式会社ダイセキ環境ソリューションＨＰより一部抜粋 

図 １２ 磁力選別処理、洗浄分級処理施設の事例 

 

 ① 磁力選別処理 

・磁力選別処理は、要対策土に鉄粉等を混合し、重金属等を鉄粉へ吸着させた後、

磁力選別し、浄化土と重金属等を含む濃縮土に分離する方法です（図 １３）。 

 

出典：株式会社ダイセキ環境ソリューションＨＰより一部抜粋 

図 １３ 磁力選別処理の浄化方法 
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・また、磁力選別処理を細分化すると湿式と乾式の２つの手法があります。このう

ち、湿式は都市部におけるシールド工法によるトンネル工事で発生した掘削泥水

など、泥水状のものからの重金属処理を行う工法です。主にダイナマイトを使用

したＮＡＴＭによるトンネル掘削など、有姿状態の掘削土が発生すると考えられ

る場合は、乾式の磁力選別処理による対応となります。湿式磁力選別処理におい

ては、水処理のために大量の用水の確保や、施設の大型化が課題となりますが、

乾式磁力選別処理においては、水の使用がないため、大規模な排水処理施設等が

不要であり、一般的にはより小規模な施設で対応が可能です（図 １４）。 

 

出典：ＤＯＷＡエコシステム株式会社資料より一部抜粋 

図 １４ 磁力選別処理工法の種類 

・公益財団法人日本環境協会及び複数の処理会社へのヒアリングの結果、磁力選別

処理では主に発生が予想される重金属等のうち、ヒ素、セレンについては基準の

１０～２０倍程度の濃度までは処理可能、フッ素についても基準値の２倍程度を

含む要対策土については対応可能である一方、発生は予測されていませんが、ホ

ウ素と水銀は、通常環境下での選別処理が難しいことを確認いたしました。さら

に、水銀においては試験にて浄化処理した実績は確認できましたが、現地で浄化

処理した実績は確認できておりません。要対策土の地質性状（細粒分の割合が高

い場合）や含有する重金属の濃度が高い場合は浄化処理ができないため、当工事

で発生する現地要対策土で試験を行い適用の可否を確認する必要があります。ま

た、酸性土は鉄粉により吸着する性質のものではないため、浄化処理ができませ

ん。 

・仮に、一日１５０ｍ３の要対策土を処理すると想定した場合、対応可能な処理能力

を持つ施設の設置に加え、オンサイト処理後の判定結果を確認するための数日分
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の土の待機場所が必要となります。 

 

 ② 洗浄分級処理 

・洗浄分級処理は、要対策土に含まれる重金属等を水洗浄により水中へ抽出し、  

浄化土と重金属等を含む細粒分に分離する浄化方法です（図 １５）。 

 
出典：ミヤマ株式会社 HP より一部抜粋 

図 １５ 洗浄分級処理の浄化方法 

・洗浄分級処理について公益財団法人日本環境協会及び複数の処理会社へヒアリン

グした結果、一部の処理施設は主に発生が予想されるヒ素を含む、盛土環境条例

に定める８つの自然由来重金属に対しての浄化処理が可能であることを確認い

たしました。一方、酸性土に対しては、現地における浄化処理の実績がないため、

当工事で発生する現地要対策土で試験を行い適用の可否を確認する必要があり

ます。 

・また、磁力選別処理と同様に、処理施設に加えてオンサイト処理後の判定結果を

確認するための数日分の土の待機場所が必要です。そのため、１．０ｈａ程度の

新たな土地の改変が必要となると考えられます。 

・加えて、ヤードに水道が通っていないため、浄化処理に必要な十分な水量を周辺

の沢などから確保する必要があり、また、浄化処理に使用した水の一部や、濁水

処理の仮定で発生した汚泥（細粒分）は、廃棄物として適切に処理する必要があ

ります。  
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 ６） 処分場への搬出処理【エ】 

・要対策土を搬出処理する場合、静岡県内で受入可能な施設では受入条件に制約が

あり難しく、近県の大規模な汚染土壌処理施設へ搬出する必要があります。 

・搬出処理は、要対策土量が少ない場合（数千ｍ３程度を想定）であれば、土量に応

じて随時対応することができ、他の処理方法と併用することも可能という特徴が

あります。 

・一方、要対策土量が多い場合には、処分場の確保・搬出に時間を要することにな

ります。この場合、搬出までの仮置き場として新たな土地の確保、または新たな

土地の改変が必要となる可能性がある他、処分場への搬出のための工事用車両が

増加し、騒音・振動・大気質等への影響が大きくなります。前述のとおり、１日

あたり４００ｍ３程度の土砂を運搬するには、数十～１００台程度の車両が追加

で必要になります。 

・加えて、各処分場にはその時々の状況に応じて受け入れ可能な容量があります。

こうしたことから、５～７万ｍ３と予想する要対策土量の多くを処分場へ搬出処

理することを念頭に計画することは現実的ではないと考えております。 
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（２） 静岡工区における要対策土処理（案） 

・二重遮水シートによる封じ込め処理は、全ての種類の要対策土（自然由来重金属

等含有土及び酸性土）に対応可能であり、土壌汚染対策法で認められた対策とし

て広く一般的に用いられています。国交省マニュアルにも定められ、全国各地の

最終処分場や、トンネル掘削により発生した要対策土に対して多くの実績のある

技術的に確立された方法であり、藤島発生土置き場においても、第一案として考

えました。他県においても、基本的にはこの方法で対応しているところです。 

・藤島発生土置き場では、約 1.7ha において二重遮水シートにより封じ込めを行う

ことで約６万 m3 の要対策土処理が可能です。（覆土約３万 m3 を含む計９万 m3 を

造成） 

・一方、要対策土の発生量は約５～７万 m3 と予測しておりますが、この発生量は、

一定の仮定を置いた予測であり、実際に発生する要対策土の量や含まれる重金属

等の項目は予測した土量や項目と大きく異なる可能性もあります。 

・しかしながら、静岡工区は南アルプスの大井川上流部の山深い場所に位置してい

ること等から、周辺に新たな改変を行い盛土の用地を確保するなど、他に適切な

要対策土置き場を設置することは困難です。 

・また、域外への搬出は、運搬距離が非常に長くなるため、沿線の環境影響や交通

安全などの観点から対応出来る数量に限界があります。 

・そこで、要対策土の発生量が藤島の受入容量を超えることに備えて、水源地の近

傍に盛土する要対策土を減量化する方法として県・委員からご提案のあったオン

サイト処理（磁力選別による浄化処理）について、トンネル発生土を処理した実

績は極めて少ないうえに掘削と並行して行った例はなく、処理能力が限られてい

る面もあるものの、ヒ素等の発生が主体と予測される静岡工区では実施が可能と

考えられることから、処理方法の１つとして採用することといたします。 

・具体的には『基本的な運用』として、図１６に記載するとおり、静岡工区におい

て発生が予測される要対策土のうち、ヒ素等については浄化処理を行い、磁力選

別処理により浄化処理できない酸性土については藤島発生土置き場に封じ込め

を行います。 

・なお、要対策土が予測と異なり大量に発生する場合や、オンサイト処理施設の故

障等により浄化処理できない場合など、想定と異なる状況が生じた場合には、静

岡県に相談のうえ、適切に対応いたします。 
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図 １６ 予測結果に基づく静岡工区における要対策土処理の想定フロー 

 

・各ヤードにおいては、トンネル坑口から取り出した掘削土を土砂ピットに仮置き

し、要対策土か否かの判定試験を行います。試験方法については、P２～P5 に記

載のとおり、短期溶出試験、酸性化可能性試験及び含有量試験を実施する計画で

す。試験方法及び頻度については表 ６に示します。 
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表 ６ 要対策土判定試験の試験方法及び頻度 

 試験方法 頻度 

短期溶出試験 参考資料 10 短期溶出試験方法 

（環境省告示第 18 号に準拠した試験） 

１日１回を

基本とする 

酸性化可能性

試験 

参考資料 12 酸性化可能性試験方法 

（過酸化水素水による土及び岩石の酸性化可

能性試験方法（JGS0271）に準拠した試験） 

１日１回を

基本とする 

含有量試験 参考資料 11 直接摂取のリスクを把握するため

の試験方法 

（環境省告示第 19 号に準拠した試験） 

１日１回を

基本とする 

※「国交省マニュアル」の参考資料に記載の方法によることとする 

 

・なお、第２１回地質構造・水資源部会専門部会において、南アルプストンネル新

設（山梨工区）早川非常口ヤードからの浸出水流出についてご報告しました。山

梨工区で発生した原因は、大雨の際に土砂ピットから水槽へ浸出水を送付するポ

ンプの停止操作（手作業）が出来ておらず、排水基準に適合していない可能性の

ある浸出水が浸出水水槽から溢れ出て河川へ流出したことによります。 

・一方、静岡工区の各坑口ヤードに設置する浸出水水槽においては、上記事案のよ

うに手作業によりポンプの稼働や停止を行うものではなく、フロートレススイッ

チ（液面の高さを検知するスイッチ）を用いたポンプの自動制御を計画しており、

これに加え、上記事案を受け、流出防止対策として以下の対策を浸出水水槽に施

す計画です。（図 １７） 

①パトライトを設置してヤード内に水位異常を警告する仕組み 

②（万が一フロートレススイッチが故障等した場合を想定し）浸出水水槽から

水槽外に水が溢れ出ることを物理的に阻止するため、浸出水水槽の最上部に

オーバーフロー管を設置して、オーバーフロー管の位置まで水位が上昇した

際は自動的に土砂ピットへ浸出水を返送する仕組み 
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図 １７ 静岡工区における坑口ヤードでの浸出水流出対策 

 

 ・以上の対策により、早川非常口ヤードで発生した事案と同様事案の発生を防止し

ます。 

・磁力選別処理では主に発生が予想される重金属等のうち、ヒ素、セレンについて

は基準の１０～２０倍程度の濃度まではオンサイト処理可能であり、フッ素につ

いても基準値の２倍程度を含む要対策土については対応可能であることから、山

梨工区の実績（表 ４）に基づくと、ヒ素とセレンを含んだ要対策土は問題なくオ

ンサイト処理が可能であると考えられます。 

・トンネル掘削の開始時は、発生したトンネルずりを用いた判定試験を実施いたし

ます。試験の結果オンサイト処理可能と判断されるものは浄化処理を行います。 
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（３） 静岡工区におけるオンサイト処理計画 

・（１）  ５） 「オンサイト処理【ウ】」で記載のとおり、オンサイト処理には様々

な工法があります。まとめると以下の表のとおりです。 

 

表 ７ オンサイト処理の種類・特徴 

 

・（２）で静岡工区において現在想定している要対策土処理（案）をお示ししました。

その中のオンサイト処理に係る部分については、予測されるずりの性状等を鑑み、

乾式の磁力選別による処理工法（DME 工法）を基本に処理を検討しており、現時

点での計画を示します。 

・乾式磁力選別による標準的なオンサイト処理施設を図 １８に示します。これら

の施設を配置するには、磁力選別を行う場所として最低限８００ｍ2 程度の平場

が必要であるほか、処理する土の受入・保管や判定前の土を待機させるための場

所が必要となる見込みです。 
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図 １８ 標準的なオンサイト処理施設イメージ 

 

・トンネル掘削土は最大断面の本坑において一日当たり最大４００ｍ3 程度発生しま

す。仮に１週間分の掘削量全てが要対策土と仮定すると、処理対象土は最大２４０

０ｍ3 程度発生することになります。処理対象土の保管場所及び判定前土砂保管場

所は勾配を設けつつ１ｍ程度の高さまで盛土することを想定し、それぞれ３０００

ｍ2 程度を確保することを考えております。 

 

・施設運用のための十分な面積の確保や立地等の条件を考慮し、オンサイト処理が可

能な場所を絞り込んだ結果、約１ｈａの平坦な土地を確保できることから、通常土

の発生土置き場候補地の一つである中ノ宿３発生土置き場（紅葉沢周辺）を活用場

所として選定し、処理計画を検討しました（図 １９）。 
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図 １９ 中ノ宿３発生土置き場（紅葉沢）の位置関係 

 

・オンサイト処理施設を整備する計画を図 ２０に示します。なお、当該地区におけ

るオンサイト処理実施にあたっては、作業計画の特性等に鑑み、土壌汚染対策法に

基づく汚染土壌処理業の許可の手続きに則り、施設設置時及び設置後の維持管理、

緊急時の対策として「飛散等を防止する構造及び措置」、「地下浸透を防止する構造」、

「地下水モニタリング設備」、「緊急時の対応」等の基準に適合した対策を実施する

ことを考えております。詳細は、引続き関係法令所管部署等と協議いたします。 
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図 ２０ 中ノ宿３発生土置き場におけるオンサイト処理施設イメージ 

 

・整備にあたっては、豪雨時に大井川の水位が上昇することを想定し、オンサイト処

理施設の設置の前に、５ｍの高さまで通常土による盛土を実施する計画です。また、

各施設を仮設テント等（写真 １）で覆うことで、要対策土が雨水と触れることのない

構造とし雨水のみを大井川へ放流することを考えております。なお、放流する水は土

壌汚染対策法をもとに水質等を確認することを考えております。 

 

写真 １ 仮設テントイメージ 
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 １） 処理計画 

・オンサイト処理の処理フローを下記に再掲いたします（図 ２１）。 

図 ２１ オンサイト処理イメージ 

・オンサイト処理後、重金属（ヒ素等）を含んだ土砂は浄化土（９割程度）と濃縮

土（１割程度）の二つに分けることができます。このうち、浄化土については、

重金属の溶出量、含有量が基準値以下であることを確認のうえ、通常土と同様の

扱いとしてツバクロ発生土置き場等、通常土の盛土として計画している発生土置

き場へ運搬することを考えています。 

・一方、濃縮土については、域外へ搬出をすることを考えています。 

・オンサイト処理施設の設置および処理にあたっては、土壌汚染対策法に則り、要

対策土の飛散防止や自然由来重金属の地下浸透の防止などの必要な対策を講じ

ます。 

 

 ２） オンサイト処理施設 

 ① 土砂搬入・保管～破砕・粒度調整 

・一般的に、要対策土は偏在しており、日々のトンネル掘削で生じる要対策土には

変動が生じるため、オンサイト処理施設で処理可能な発生土の量との調整等を行

う必要から、搬入した土の保管をするスペースを設ける計画です。 
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・処理前要対策土の保管場所の構造について、一例を図 ２２に示します。 

 

 

図 ２２ 保管スペースイメージ図 

 

・国交省マニュアルや、既存の保管場の事例等を参考とすることとしており、具体

的には地盤面は舗装することに加え、遮水シートを敷設する事を考えております。

また、盛土部分の上面は防水シートで被覆し、雨水の盛土への浸透を可能な限り

防止します。加えて、外周部分には雨水排水工を敷設し、排水のモニタリングを

実施可能な構造とします。 

 

 ② 鉄粉混合～磁力選別 

・乾式磁力選別による浄化処理の現計画の構造について、イメージを図 ２３に示

します。 

図 ２３ 浄化処理イメージ 

 

・粒度処理を行った要対策土に対し、特殊鉄粉と反応剤を混合する事で、重金属を

吸着します。その後、磁力選別により鉄粉を吸着し、吸着物（濃縮土）と浄化土

に分けて排出するものです。 

・各施設同士はベルトコンベアにより接続し、一連の流れで土砂を処理する計画で

国交省マニュアルの記載に一部追記修正 
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す。 

・処理にあたっては発生した要対策土に対して事前に試験を行い、重金属の処理に

対して必要となる薬品類や鉄粉の使用量、割合等を検討、確認いたします。 

・今回検討している施設を使用することにより、1日当たり約１５０ｍ３の要対策土

を浄化処理できる見込みです。なお、処理後に排出される濃縮土の割合は投入土

砂の１割程度となります。 

・乾式の磁力選別工法は国内では秋田県（冬期の平均気温2：－１．７℃）などで実

施した例があり、同等な寒冷地である静岡工区においても実施できると考えてお

ります。 

 

 ③ 判定試験以降 

・オンサイト処理後の浄化土は、重金属が基準値以下まで低減されているかを確認

するため、処理後に判定試験を実施いたします。 

・試験内容は各坑口ヤードで実施する要対策土の判定試験のうち、短期溶出試験と

含有量試験を考えております。なお、試験頻度は静岡県盛土環境条例に則り、１

００ｍ３に１回の頻度となります。 

・判定試験の結果、重金属が基準値を下回る事を確認出来たものについては、他の

通常土と同様にツバクロ発生土置き場等、通常土の発生土置き場に運搬します。

仮に重金属の溶出量が基準値を上回った場合には、再度処理を実施します。 

・オンサイト処理後の濃縮土は前述のとおり処理量（１日最大１５０ｍ3）に対して

１割程度発生（１日最大１５ｍ3）する見込みです。濃縮土は、可能な限り速やか

に域外搬出とする予定です（ダンプトラック通行量１日最大４台程度）。 

  

                                                      
2 気象庁 HP（https://www.data.jma.go.jp）記載、秋田県大館市の冬期（1 月、2 月）の平均気温より 
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（４） 静岡工区における封じ込め（盛土構造）処理計画 

 １） 立地計画 

・要対策土の封じ込めを行う藤島発生土置き場の立地計画を図 ２４にお示しいた

します。藤島発生土置き場については、施工箇所に近接する大井川流域で水利用

が行われていることや、南アルプスの大井川上流部の山深い場所に位置しており、

何らかの事象が発生した場合にアクセスが難しい場所であること、一方で盛土箇

所は河川からの高さが十分あり（約２０ｍ）、増水による影響が小さく、かつ排水

管理が十分実施できること等を念頭に、地権者の要望も考慮の上で計画していま

す。 

 

図 ２４ 発生土置き場の位置関係（再掲） 

 

・要対策土等は、既設の盛土の上に設置する計画としています。既設盛土の設計資

料及び現地を確認し、既設盛土の施工時に整備された排水施設や護岸は現時点で

も残存し機能していることを確認しています（写真 ２）。藤島発生土置き場につ

いては、盛土施工箇所が下流域で水利用が行われている大井川に近接しているこ

とや、大井川上流部の山深い場所に位置しており、何らかの事象が発生した場合

にアクセスが難しい場所であることといった特性を踏まえ、既設盛土について地

質構造・水資源部会専門部会委員より「既設盛土の上に要対策土を封じ込める特
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殊な構造であり、既設盛土による影響の可能性も考慮しモニタリング等の管理を

行うためには、既設盛土における重金属等の溶出可能性を事前に確認することが

望ましい」とご意見を頂きました。 

・既設盛土における重金属等の溶出可能性については、藤島発生土置き場の特性に

対する流域の皆様の不安を少しでも払拭するため後述する柱状改良による地盤

改良を実施する際に「国交省マニュアル」や「土壌汚染対策法に基づく調査及び

措置に関するガイドライン」（以下、土対法ガイドライン）に基づき重金属等の溶

出試験や酸性化可能性試験等の追加調査を実施し確認します。 

・調査の結果、基準値を超える自然由来の重金属等が確認された場合には、「土対法

ガイドライン」に基づき適切に対応します。その際は、静岡県及び専門家等に相

談のうえ、必要に応じ地下水解析（移流分散解析等）を実施し、リスクに応じて

科学的、工学的判断を加えた対応を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 ２ 藤島発生土置き場現地状況 

 

 ① 後背地の検討 

 地形判読図等の作成 

・ツバクロ発生土置き場で検討した後背地の検討と同様に、藤島発生土置き場にお

いても発生土置き場後背地について、不安定な地形部や深層崩壊の懸念がある箇

所がないか、確認を行いました。 

・確認の方法は、ツバクロ発生土置き場と同様に地形表現図（エルザマップ）を作

成することで、後背地の地形をより詳細に表現しました（図 ２５）。 
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図 ２５ エルザマップ（藤島発生土置き場） 

 

・作成したエルザマップを活用し、崩壊地やガリー（降雨時に出現する水が流れる

形跡）、崩土堆積箇所等について、より詳細な地形判読図を作成し、確認を行いま

した。（図 ２６） 

 

図 ２６ 地形判読図（藤島発生土置き場） 
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 地形地質の評価 

・発生土置き場計画地は、過去に河川に対して攻撃斜面であり、侵食等を経験して

きたことから、安定した強固な地盤であると判断されます。 

・発生土置き場計画地の南北に２本の沢（蛇
へび

塚沢
つかさわ

及び藤島沢）があり、急峻で崩壊

地や地滑り地などが多数分布しています。しかし、２本の沢は、発生土置き場に

接しておらず十分に離れているため、沢からの直接的な影響を受ける可能性は低

いと考えられます。 

・発生土置き場計画地の背後には、東西方向約１，０００ｍ、南北方向約２００ｍ

に渡って、平滑な緩い谷型斜面が形成されています。（図 ２６） 

・末端部には、凸型の崖錐斜面をなした沖積錐状の地形がみられ、過去に土砂流出

していた可能性はありますが、大規模なクラックやガリー等の地形は認められな

いため、古い時代に形成された後は比較的安定していると考えられます。 

・藤島発生土置き場の中間部付近に１つ谷筋があり、谷筋上部にクラック地形と崩

壊堆積面がみられます。しかし、後背地全体としては、平滑な緩い谷型斜面が形

成されていることから、このクラック地形が尾根全体を大規模に崩壊させる可能

性は小さいと考えます。 

・また、斜面の中腹部で確認される傾斜量が小さい線状の部分は、クラックなどで

はなく１９１０～１９２０年代に作られた木馬道（きんまみち=木材搬出路）の名

残と考えられます。 

 

・以上より、発生土置き場計画地の背後斜面での大規模な土砂流出のリスクは低い

と考えています。 

 

  



３５ 

 

 ② 藤島周辺における断層の有無 

・地質構造・水資源専門部会委員より、「大井川の屈曲部には断層が存在する可能性

があり、調査により断層の有無を確認すべき」というご意見を頂きました。「鉄道

設計標準（耐震設計）付属資料６-２」に掲げられている資料より得られる活断層

調査結果のほか、産総研や活断層研究会、防災科研が実施している既往の調査に

よれば、藤島発生土置き場周辺にＭｗが７．０を上回る主要な活断層の記載はな

いことを確認できました。（図 ２７～図 ３０）。 

 

 

※鉄道設計標準（耐震設計編）P２１８解説図 6.２.１ 

図 ２７ スペクトルⅡの想定規模を上回る地震が想定される活断層 
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図 ２８ 活断層研究会の調査結果 

 

 
※産業技術総合研究所 HP 活断層データベースに一部追記 

図 ２９ 産業技術総合研究所の調査結果 
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※防災科学技術研究所 HP 地震ハザードステーション（J-SHIS MAP）に一部追記 

図 ３０ 防災科学技術研究所の調査結果 

・これらの確認に加え、静岡県、地質構造・水資源専門部会委員と合同で現地踏査及

びドローンを用いた調査を行い、藤島周辺の地質学的特徴として、下記の内容を確

認しました。（図 ３１） 

 

図 ３１ 藤島発生土置き場周辺の調査結果 
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 ①：藤島発生土置き場候補地北側に、露頭している西落ち断層面（方向：Ｎ４０Ｅ、

傾斜Ｗ３０）が確認され、断層面にズレの方向を示す特徴断層の特徴（ステッ

プ）から逆断層であると確認された。 

 ②：藤島発生土置き場候補地西側に、①で確認された断層から推定される位置とほ

ぼ同じ位置でも断層が確認され、断層位置を境に岩種の違いが確認された。 

 ③、④：上記の他に、露頭している断層面がいくつか確認された。 

 ⑤：藤島発生土置き場候補地北側の段丘礫層にて、河床堆積物（角の取れた、ほぼ

同じ大きさの石）が多数確認された。また当該礫層面周辺に変位がないことが

確認された。 

 ⑥：砂岩の露岩が確認された。 

 ⑦：藤島発生土置き場候補地の背後斜面は尾根部となっていることが確認された。 

 

・以上より、藤島発生土置き場周辺の地形地質的な特性について、下記の３点を確認

いたしました。 

 ①：藤島発生土置き場周辺に露頭している断層面が多数確認されたことから、逆断

層を含むいくつかの断層が存在すること。 

 ②：藤島発生土置き場候補地北側に河床堆積物が多数確認され、当該礫層面（河岸

段丘）周辺に変位がないことから、少なくとも数万年間は活動の痕跡が確認で

きず、藤島発生土置き場周辺に現在活発な活断層は存在しないと想定されるこ

と。 

 ③：背後斜面が尾根となっていることから、深層崩壊の可能性は低いと想定される

こと。 

 

・藤島発生土置き場周辺の断層は現在活発な活断層ではないことから、断層があるこ

とによるリスクは低く、発生土置き場の候補地として大きな支障はないと考えてい

ます。一方で、盛土の保守管理や地震が発生した後の点検においては、藤島発生土

置き場周辺の断層の存在を考慮したうえで、進めてまいります。 

 

 ２） 盛土構造の設計の基準 

・設計の基準は、「宅地造成及び特定盛土等規制法（以下、「盛土規制法」）」ならびに

「宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に当たっての留意事項について（技術的助

言）」の施行通知で留意すべきとされる要領である「盛土等防災マニュアル」を踏ま
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え、遮水シートによる封じ込め構造も考慮の上で、表 ８の条件で設計を実施して

います。「盛土規制法」とは、盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、

従来の「宅地造成等規制法」を抜本的に改正し「宅地造成及び特定盛土等規制法」

に改正し、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するものです。なお、盛

土内の排水設備の考え方など、「盛土等防災マニュアル」で詳細な設計手法や手順

の明示がない事柄や、設計条件により施設規模が変わる事柄については、鉄道や道

路など重要インフラの設計基準を参考に設計しています。 

 

表 ８ 藤島発生土置き場設計条件 

 

 

 ① 封じ込め（二重遮水シート）の概要 

・設計の基準は、「静岡県林地開発許可審査基準及び一般的事項」、および「基準不

適合土砂等の盛土等の措置に関する要綱（令和４年７月施行）」、「盛土規制法」な

らびに「盛土等防災マニュアル」を踏まえて設計しており、二重遮水シート（図 

３２）による封じ込め対策を基本として考えています。後述のとおり、遮水シー

トは紫外線による劣化が想定されるため、シート上面を遮光性の不織布で被覆し




